
令和７年度介護サービス情報の公表について 

 
 この制度は、介護サービスを利用しようとしている方が、適切な介護サービス事業所を選択するた

めに設けられました。介護サービス事業者は、介護保険法１１５条の３５により、介護サービス情報

を年１回以上、都道府県に報告しなければなりません。 

「２ 情報公表制度の対象事業所」に該当する事業所は、「１ 介護サービス情報の報告について」

のとおり介護サービス情報について報告してください。 
  

１ 介護サービス情報の報告について 

（１）報告方法 

  インターネット上で、介護サービス情報公表システムの報告用ページから報告してください。 

   （https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/23/） 

※１）令和７年度の報告は上記 URL より入力可能です。 

※２）ＩＤは事業所番号です。 

※３）パスワードは前回報告時（事業所でパスワードを変更された場合はそのパスワード）のも

のになります。 

パスワードを忘れた場合 

① システムログイン画面で「パスワードを忘れた方はこちら」をクリックし、パスワードをリセットしてく

ださい。（ただし、調査票トップ画面「連絡先設定」でメールアドレスを登録していない場合はパスワード

リセットのメールを受け取れません。） 

② ①によりパスワードリセットできない場合は、愛知県高齢福祉課にメール（kaigo-shitei@pref.aichi.lg.jp）  

で、件名「パスワード問い合わせ」とし、本文に「事業所番号」、「事業所名」、「サービス種別」、「連 

絡先ＴＥＬ」を記載してお問い合わせください。電話での回答はできません。 

（留意事項） 

    「情報公表の担当者の連絡先設定」「緊急時の担当者の連絡先設定」についても、忘れずに記
入してください。（記入後、必ず「連絡先を保存する」をクリックしてください。） 

   ※１）災害発生時の連絡以外に、県からの重要な通知等を「緊急時の担当者の連絡先設定」に
記入したメールアドレスへ送付する場合がありますので、ご了承のうえ記入・報告してくだ
さい。（一般向けに公表されることはありません。） 

   ※２）原則、事業所のメールアドレスを記入してください。個人メールアドレスで登録され 

ますと人事異動等により連絡先が変更となった場合、通知等が事業所へ届かなくなります。 

 

（２）システムの操作方法について 

操作方法は、①報告かんたん操作ガイド、②事業所向け操作マニュアルを参照してください。 

①  https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/help/pdf/Quick_Start_Guide_5_2.pdf 
②  https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/pdf/manual_houkoku_6_5.pdf 

 

２ 情報公表制度の対象事業所について 

（１）令和６年１２月までに指定を受けた事業所で令和６年１月から令和６年１２月の介護報酬額が

１００万円を超える事業所  ※ １００万円以下の事業所は、報告不要 

 

報告期限：令和７年８月３１日（日）まで   

 

※現時点で報告が完了していない場合

は速やかに報告してください。 
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※「基本情報」及び「運営情報」の入力画面で必要事項を入力後、それぞれの画面で「記入した内容をチェックし登

録する」を押してください。最後に、「記入メニュー」に戻り「調査票を提出する」ボタンを押してください。 

   「事業所の特色」及び「都道府県独自項目」は任意項目です。 

記入メニューで基本情報及び運営情報の状況が「提出済」になれば、報告完了です。 

 

（２）令和７年１月から令和７年１２月までの新規指定事業所（みなし指定を除く） 

個別にパスワード等を郵送しますので、通知文に記載された期限まで に介護サービス情報公表

システムにより報告してください。 

※ 運営情報の入力は不要です。 

※「基本情報」に変更があった場合の修正作業は各事業所において行っていただく必要があります。 

 

３ 情報公表制度における報告対象外のサービス 

   以下に該当するサービスの事業所は、情報公表制度における報告の対象外となりますので、ご留

意ください。 

○介護予防支援 

○（介護予防）特定施設入居者生活介護（養護老人ホーム：外部サービス利用型のみ）  

○地域密着型特定施設入居者生活介護（養護老人ホームのみ）  

○（介護予防）居宅療養管理指導 ○（介護予防）短期入所療養介護（診療所のみ）  

※   みなし指定事業所（①病院・診療所における訪問看護・訪問リハ・通所リハ、②老人保健施設若しくは介護医

療院における短期入所療養介護・通所リハ・訪問リハについては、指定があったとみなされた日から１年間のみ

報告対象外であるため、“令和５年１２月までに指定があったとみなされた事業所”で令和６年１月から令和６

年１２月の介護報酬額が１００万円を超える場合は情報公表制度における報告の対象となります。 

※  
４ 情報公表調査について 

（１）調査対象事業所 

① 令和６年１月から１２月までに指定を受けた事業所で前年の介護報酬額が１００万円を超 

える事業所（受審は義務です） ※調査手数料は必要ありません。 

② 令和５年１２月までに指定を受けた事業所で調査を希望する事業所（受審は任意です） 

③ 実地指導対象事業所（①及び②の事業所を除く。）（受審は義務です） 

 （２）調査手数料 

上記②については事業者負担、①及び③は愛知県負担です。 

※ ①と②は指定調査機関の調査員が事業所を訪問し調査を実施いたしますが、後日指定調査機関から連絡

がありますので、調査日程の調整をしていただき、調査を受けてください。 

③は実地指導担当職員等が実施します。 

 

５ 調査を希望する事業所について (４(１)②の事業所のみ対象) 

調査を希望し、情報を公表する事業所については、公表システムにおい

て明示され、他の事業所と区分し公表されます。 

また、愛知県においては、指定研修機関の一般社団法人福祉評価推進事業団か

ら受審済証が発行されます。受審済証は事業所内に掲示するなどの活用をするこ

とができます。 
※ 今年度の情報公表調査申込は令和７年６月３０日（月）までで締め切りました。 
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６ 実施体制 

○ 指定調査機関（８機関） 

調査機関名 所在地 電  話 

特定非営利活動法人 

 あいち福祉アセスメント 
東海市中央町一丁目233番地 ０５２－６９３－７８９１ 

特定非営利活動法人 

 「サークル・福寿草」 
名古屋市熱田区三本松町13-19 ０５２－８７１－７４００ 

株式会社 中部評価センター 
名古屋市緑区左京山104 

加福ビル左京山１Ｆ 
０５２－６２３－７４０１ 

特定非営利活動法人 

なごみ（和）の会 
名古屋市千種区小松町5-2-5 ０５２－７３２－６６８８ 

特定非営利活動法人  

ＨＥＡＲＴ ＴＯ ＨＥＡＲＴ 
東海市養父町北堀畑 58-1 ０５６２－３６－２３５３ 

株式会社 ユニバーサルリンク 名古屋市守山区森孝三丁目1010番地 ０５２－７６８－５６１９ 

株式会社 第三者評価機構 愛知

評価調査室 
新城市黒田字大岡132－2 ０５３６－２６－２５５２ 

一般社団法人  

福祉サービス評価センター 

名古屋市中川区四女子町1丁目59-1 

-902 
０５２－３５１－８０３８ 

 

７ 問い合わせ先（問い合せ時間：平日 9：30～12:00、13:00～16:00） 

愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険指導第一グループ（情報公表担当） 

〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 2号 

電話：052-954-6479、メール： kaigo-shitei@pref.aichi.lg.jp 

ホームページ： 介護保険情報（指導第一グループ） 

（URL https://www.pref.aichi.jp/korei/kaigohoken/） 

    愛知県 指導第一   検索  

８ 備考 
報告がない場合は、令和３年度から、以下の対応をしております。 

 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 

 

介護サービス情報公表システム上で 

未掲載事業所一覧 に登録して、 

公表する。 

新年度での報告がなされない事業

所は、過年度の様式での報告（現掲

載内容）について、非公表とする。 

※  催促を受けても報告しない場合は、期間を定めた報告命令を実施。従わない場合は、事業者等の指定取り消し

又は期間を定めた指定等の効力停止処分等を行う場合があります。 

（介護保険法第 115 条の 35 第 4 項、第 6 項及び第 7 項の規定による。） 

ヶ月以上経過後）        （さらに一定期間経過後） 
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「介護サービス情報の公表」調査手数料 

 

○ ４６サービス（主たるサービス：●印） 
○ 主たるサービスと同類型の予防サービス等に関し複数の調査が同時に行われる場合には、当該複数

の調査を１件とする。 
 サービス種別    手数料 

調査手数料 

●訪問介護  ○夜間対応型訪問介護 

1件につき 

23,500 

●訪問入浴介護 ○介護予防訪問入浴介護 

●訪問看護 ○介護予防訪問看護 

●訪問リハビリテーション ○介護予防訪問リハビリテーション 

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

●福祉用具貸与 ○介護予防福祉用具貸与 

○特定福祉用具販売 ○特定介護予防福祉用具販売 
1件につき 

22,900 
●居宅介護支援 

●通所介護 ○地域密着型通所介護 ○療養通所介護 

○認知症対応型通所介護 ○介護予防認知症対応型通所介護 

1件につき 

24,100 

●通所リハビリテーション ○介護予防通所リハビリテーション 

●特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) 

○特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・外部サービス利用型) 

○介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) 

○介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・外部サービス利用型) 

○地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) 

●特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) 

○特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム・外部サービス利用型) 

○介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム等) 

○介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム等・外部サービス利用型) 

○地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) 

●認知症対応型共同生活介護 

○介護予防認知症対応型共同生活介護 

●小規模多機能型居宅介護 ○介護予防小規模多機能型居宅介護 

●複合型サービス 

●介護老人福祉施設  

○地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 

○短期入所生活介護 ○介護予防短期入所生活介護 

1件につき 

24,700 

●介護老人保健施設  

○短期入所療養介護(介護老人保健施設) 

○介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設) 

●介護医療院  

○短期入所療養介護(介護医療院) 

○介護予防短期入所療養介護(介護医療院) 
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介護サービス事業者経営情報の報告について 

 
 この制度は、2040 年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材

不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに

的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策

の検討を行う上で、３年に１度の介護事業経営実態調査を補完するため、介護サービス事業者の経営

情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じ

てグルーピングした分析結果を公表する制度です。 

「２ 経営情報の報告制度の対象事業所について」に該当する事業所は、「１ 介護サービス事業

者経営情報の報告について」のとおり介護サービス情報について報告してください。 

 
  

１ 介護サービス事業者経営情報の報告について 

（１）報告方法 

   インターネット上で、介護サービス事業者経営情報データベースシステムの報告用ページから

報告してください。 

   （https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login） 

※１）報告は上記 URL より入力可能です。 

※２）ＩＤ・パスワードはＧビズＩＤです。 

（２）システムの操作方法 

操作方法は、事業所向け操作マニュアルを参照してください。 

・https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001470543.pdf 

（３）報告期限 

   毎会計年度終了後、３か月以内 

   例）３月末で会計年度が終了する場合は、６月末までに報告 

      

 
（出典）令和６年８月２日介護保険最新情報 Vol.1297 

介護保険法第 115 条の 44 の２の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査およ

び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について（通知） 
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２ 経営情報の報告制度の対象事業所について 

原則として全ての介護サービス事業者が対象です。ただし、事業所又は施設の全てが以下の基準

に該当する介護サービス事業者については、報告対象外です。 

① 当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価と

して支払いを受けた金額が 100 万円以下である者 

② 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者 

※ 居宅療養管理指導、介護予防支援は報告対象外です。 

※ みなし指定事業所（①病院・診療所における訪問看護・訪問リハ・通所リハ、②老人保健施設若しくは介護医

療院における短期入所療養介護・通所リハ・訪問リハについては、指定があったとみなされた日から１年間のみ

報告対象外です。 

※ 運営する事業所が廃止した場合にあっても、事業者からの報告が必要です。なお、事業者自体が廃業、閉鎖及

び解散等をしている場合においては、この限りでありません。 
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介護職員等による喀痰吸引等に係る研修制度の概要 

 

平成２４年４月の「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、介護福祉士及び

一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られ

ているなど、一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施できるようになりました。 

 

実施可能な行為は・・・ 

○ たんの吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行わ

れるもの 

 ☆ 具体的な行為は 

    ⇒ ・たんの吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部） 

      ・経管栄養（胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養） 

  ※ 介護職員等が実施できる行為は、受講した研修の課程や実地研修の内容により異なります。 

 

介護職員等がたんの吸引等をできるようになるためには・・・ 

○ 介護福祉士（平成２８年度～） 

資格取得前に介護福祉士養成施設又は実務者研修で医療的ケアのカリキュラム（講義、演習） 

を履修した方 

⇒ 喀痰吸引等の行為に係る実地研修を修了していない場合は、就業後、登録喀痰

吸引等事業者（平成２８年度～）で実地研修を受講 

※ 登録喀痰吸引等事業者とは、自らの事業の一環として、たんの吸引等の業務を行う者で、「社会福

祉士及び介護福祉士法」などの法令で定められた要件を満たしている事業者として、知事の登録を受

けた事業者のことです。事業者の登録に係る窓口は、高齢福祉課又は障害福祉課となります。 

○ 上記以外の介護職員等 

医療的ケアのカリキュラムを履修していない介護福祉士やホームヘルパーなどの介護職員、 

特別支援学校教員等 

 ☆ 介護福祉士の資格取得を目指す方 

⇒ 介護福祉士養成施設又は実務者研修で医療的ケアのカリキュラム（講義、演

習）を履修後、喀痰吸引等の行為に係る実地研修を受講 

 ☆ 介護福祉士の資格取得を目指さない方 

⇒ 登録研修機関で研修（講義、演習、実地研修）を受講 

 

介護職員等が喀痰吸引等研修を受講するためには・・・ 

○ 愛知県では、「社会福祉士及び介護福祉士法」で定められた要件を満たしている事業者

を登録研修機関として登録し、その事業者が実施しています。 

  受講を希望される方は、各登録研修機関へ直接、お申込みください。 

 地域福祉課Ｗｅｂページでの開催案内（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikifukushi/tan-top.html） 
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喀痰吸引等研修のカリキュラムは・・・ 

○ 研修は、3 種類のカリキュラムがあります。なお、第 1 号研修と第２号研修の基本研

修は同じカリキュラムです。 

 

登録研修機関で研修を修了したら・・・ 

○ 次の１から３の手続きが終了すると、特別養護老人ホーム等の施設や在宅（訪問介護

事業所等から訪問）などにおいて、医師の指示の下、看護師等と連携し、たんの吸引等

を行うことができます。 

１ 研修修了者は、研修機関で発行された修了証明書のほか必要書類を添付し、定められた様式により、愛

知県福祉局福祉部地域福祉課へ「認定特定行為業務従事者認定証」の交付の申請をします（Ｗｅｂページ

に手続きの案内を掲載しています）。 

２ 県において研修を修了していること等を確認した後、「認定特定行為業務従事者認定証」が交付されます。 

３ 認定証を有する介護職員が所属する事業所は、当該介護職員が喀痰吸引を行うために事業所としても登

録の手続き(登録事業者の申請)を行うことが必要です。 

  ⇒申請先：高齢福祉課介護保険指導第二グループ又は障害福祉課事業所指定グループ 

区分 研修内容 基本研修 実地研修 

第
１
号
研
修
・
第
２
号
研
修 

不特定多数の方に対して、 

たんの吸引 

口腔内・鼻腔内・ 

気管カニューレ内部 

及び 

経管栄養 

胃ろう又は腸ろう・ 

経鼻 

を行うための研修 

講義（５０時間） と 演習 

 

演習の科目 

①口腔内の喀痰吸引 

②鼻腔内の喀痰吸引 

③気管カニューレ内部の喀痰吸引 

④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

⑤経鼻経管栄養 

⑥救急蘇生法 

 

◇演習回数：⑥は 1 回以上、 

他は各 5 回以上 

 

 

 

第２号研修は、次のいずれか必要な行

為の実地研修を受講 

実地研修の科目 

①口腔内の喀痰吸引 

②鼻腔内の喀痰吸引 

③気管カニューレ内部の喀痰吸引 

④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

⑤経鼻経管栄養 

 

◇回数：①は１０回以上、 

他は各２０回以上 

 

第
３
号
研
修 

特定の方（利用者と介護職員等

とのコミュニケーションなど個

別的な関係性が重視されるケー

スに対応するもので、筋萎縮性

側索硬化症又はこれに類似する

神経・筋疾患、筋ジストロフィ

ー、高位頸髄損傷、遷延性意識

障害、重症心身障害等を患って

いる療養患者の方や障害のある

方 ）に対して、たんの吸引

や経管栄養を行うための研

修 

講義 と 演習 

（９時間） 

 

演習の科目 

喀痰吸引等に関する演習 

特定の者に対する、次のいずれかの必

要な行為のみを受講 

実地研修の科目 

①口腔内の喀痰吸引 

②鼻腔内の喀痰吸引 

③気管カニューレ内部の喀痰吸引 

④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

⑤経鼻経管栄養 

人工呼吸器装着者に対する喀痰吸引を行う場合は、演習及び 

実地研修において各所定の回数を別途行う必要があります。 
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介護支援専門員の各種手続きについて 

 ● 各種手続きについて  

具体的な手続きや様式については、県庁高齢福祉課の Web ページでご確認ください。

https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-caremanager/caremana-touroku.html 

 

１  介護支援専門員資格登録簿への登録及び介護支援専門員証の交付について 

介護支援専門員実務研修を修了された方は、介護支援専門員証の交付を受けるため

に、資格の登録をする必要があります。（登録と介護支援専門員証の交付について

は同時に申請可能です。） 

  なお、実務研修修了日から 3 か月を経過すると登録できなくなりますので、注意し

てください。 

 

２ 登録の移転について（登録している都道府県を変更する場合）  

（１）愛知県に登録している方が他の都道府県に登録を移転したい場合 

まずは、登録の移転先となる都道府県に登録移転の可否及び申請に必要な書類

についてご確認ください。 

（２）他の都道府県に登録している方が愛知県に登録を移転したい場合 

愛知県では、介護支援専門員証の有効期間が満了している方については登録受

け入れをしておりません。再研修を修了のうえ、手続きをお願いします。 

 

３ 氏名、住所の変更届について 

登録していただいている氏名、住所に変更があった場合は、速やかに変更の手続き

をしてください。 

 

４ 介護支援専門員が死亡又は欠格事由に該当した場合 

介護保険法第 69 条の 5 の規定により、死亡した場合や心身の故障により介護支援

専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものなど

欠格事由に該当することとなった場合には、所定の者（相続人、法定代理人等）が愛

知県知事（又は届け出義務者の住所地の都道府県知事）に事実があった日から３０日

以内に届け出ることとされています。  

 

５ 介護支援専門員証の再交付について 

再交付につきましては、紛失、汚損、破損した場合などが該当します。 
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 ● 介護支援専門員証の更新について  

介護支援専門員証（有効期限：５年）の更新をするためには、各自必要な研修を修

了後、更新申請の手続きを適切に行っていただく必要があります。 

この更新手続きにつきましては、遅くとも期限が切れる４０日前までに申請を行っ

てください。（更新研修等の修了時期の関係で、どうしても無理な方は修了後できる限

り速やかに申請してください。） 

更新研修を受講されていても更新手続きを失念し期限が切れた場合には再研修の受

講等が必要になり、再交付されるまでの間は、介護支援専門員としての業務ができな

くなります。 

手続きに必要な申請書類は県庁高齢福祉課の Web ページでご確認ください。 

なお、有効期間の終期について個別の案内はしておりませんので、各自で気をつけ

てください。 

 

 ● 欠格事由について  

介護支援専門員には、登録を受けることが出来ない、「欠格事由」が介護保険

法に明記されています。 

申請書にはしっかりと理解された上で記載してください。 

≪参考≫「欠格事由に関する介護保険法の規定」（介護保険法抜粋） 

第６９条の２ 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が

厚生労働省令で定めるところにより行う試験に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労

働省令で定めるところにより行う研修の課程を修了したものは、厚生労働省令で定め

るところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。 

ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 

一 心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚

生労働省令で定めるもの 

二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

るまでの者 

三 この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で、政令で定めるもの

の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなるまでの者 

四 登 録の申請前 ５年 以内に居宅サービス等 に関し不正 又は著 しく不 当な行 為をした者  

五 第６９条の３８第３項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第６

９条の６第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者 

六 第６９条の３９の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算し

て５年を経過しない者 
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七 第６９条の３９の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法第１５条の規定

による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日

までの間に登録の消除の申請をした者であって、当該登録が消除された日から起算

して５年を経過しないもの 

 

※  一の厚生労働省令で定めるものとは、精神の機能の障害により介護支援専門員の業務を

適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方。 

二、三に該当する方とは、判決の言い渡しがあった後、法廷の控訴又は上告の期間を経過

して判決を確定した方や、現に公判、控訴又は上告中の方は除かれます。 

なお、拘禁刑以上の刑とは、拘禁刑及び死刑をいいます。 

また、二には執行猶予期間中の方も刑に処せられた方に含まれますが、刑に処せられるこ

となく執行猶予期間を過ぎた方は含まれません。 

三の国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で、政令で定めるものについては、、介護

保険法施行令第三十五条の二に列挙されている法律をいいます。 

 

 ● 指定研修機関について  

 

〇愛知県社会福祉協議会 福祉人材センター 

電話 ０５２－２１２－５５１６ 

https://www.aichi-fukushi.or.jp/intoro/jinzai/kensyu_index.html 

実施：実務研修、更新研修、専門研修Ⅰ・Ⅱ、再研修 

 

〇愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会 

  https://www.aichi-kaigo.org/study/ 

実施：更新研修、専門研修Ⅰ・Ⅱ、再研修、主任研修、主任更新研修 

 

※各研修の詳細につきましては、各研修の実施機関にお問い合わせください。 
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平成２９年４月１日にて介護保険法施行規則が一部改正されたことに伴い、厚

生労働省老健局長からの通知（平成２９年５月１８日付け老発０５１８第６号）

にて、主任介護支援専門員更新研修を修了した者の介護支援専門員証の有効期間

についての取扱いが示されました。 

内容といたしましては、主任更新研修を修了した場合、原則、介護支援専門員

証の有効期間を主任研修が修了した日の５年後の応当日から起算した５年間を

有効期間として置き換えることとし、両方の有効期間を揃えることとなっていま

す。（ただし、主任介護支援専門員更新研修修了証明書の有効期間満了日が介護

支援専門員証の有効期間満了日の５年後の応当日より後の場合、揃えることは

できません。） 

なお、対象者からの申し出により、それを行わないこともできます。 

この取扱いにつきましては、県庁高齢福祉課の Web ページに掲載していますの

で、該当する方は、ご確認をお願いします。 

 

● 主任介護支援専門員更新研修を修了した者の介護支援専門員証 

の有効期間についての取扱いについて 
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愛知県介護事業所人材育成認証評価事業 

 

   人材育成や職場環境の改善等の取組が一定レベル以上の事業所を対象

に認定証を交付することで、事業所の意識改革を行い、事業所が従業

員に対する研修等を積極的に行うなど、事業所の人材育成等の取組を

一層推進することを目的とした事業です。 

 

１ 事業内容 

（１）認証事業所の選定 

介護サービス情報公表の調査を実施した事業所で認証評価を希望する事業所を対

象に申請を募り、評価項目を満たしている事業所を、認証事業所として選定しま

す。 

認証事業所は、別紙「認証の評価項目及び認証基準」を全て満たしている必要が

あります。 

なお、詳細については、高齢福祉課の Web ページで公表されている「介護事業所

人材育成認証評価事業における認証基準及び確認（提出）書類」を参照してくださ

い。 

「愛知県介護事業所人材育成認証評価事業」Web ページ 

https://www.pref.aichi.jp//soshiki/korei/aichininsyo.html 

 

（２）認証事業所の決定及び認定証の交付 

認証事業所の決定は県が設置する第三者評価推進会議で意見聴取のうえ行いま

す。 

なお、認証を受けた事業所に対しては、認定証交付式で認定証を交付する予定で

す。 

 

（３）連続認証の認定証の交付 

   ３年、５年、１０年連続して認証を受けた事業所については、通常の認定証に加

えて、連続認証の認定証を交付します。 

   なお、令和６年度は６件の事業所が３年連続認証、８件の事業所が５年連続認

証、１４件の事業所が１０年連続認証となりました。 

 

２ 申請方法 

 令和７年度の申請については、決定次第、高齢福祉課の Web ページでお知らせしま

すので、必要書類や提出先等の詳細については Web ページで御確認ください。 

 なお、対象事業所は、令和７年度介護サービス情報公表調査を任意で申し込んだ事

業所が対象です。（義務調査の対象事業所は、愛知県介護事業所人材育成認証評価事

業の対象外です。） 
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◎ 認証手続き（イメージ） 

 
３ その他 

「愛知県介護事業所人材育成認証評価事業ロゴマーク」について 

   本事業の普及啓発を図るため、平成３０年５月より、認証事業所及び事業の趣旨

に賛同する企業が名刺やホームページ等で使用することができるロゴマークの運用

を開始しました。使用方法等の詳細につきましては、高齢福祉課介護保険指導第

一、第二グループの Web ページをご覧ください。 

   なお当該ロゴマークはＡＩＣＨＩのイニシャル「Ａ」をモチーフに○を頭に見立

て、 

介護従事者が介護し、介護対象者が元気に生活する姿をイメージし、有能な介護従事 

者を育成する事業所を表現したものです。○を頭に見立てて、上部が介護従事者で介 

護対象者を包み込んで、介護対象者が上を見上げ、大きく両腕を広げているイメージ 

です。 

 

（参考）ロゴマークデザイン. 
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(別紙)

評価項目 認証基準（全て必須）

①新規採用者育成計画（ＯＪＴを含む）の策定
・情報公表制度における評価項目「全ての「新任」の従業者を対
象とする研修計画がある」をクリアしている

②新規採用者研修（合同、派遣含む）の実施
・情報公表制度における評価項目「全ての「新任」の従業者を対
象とする研修の実施記録がある」をクリアしている

③ＯＪＴ指導者に対する研修等の実施
・ＯＪＴ指導者又はプリセプターの設置及び全職員への公表
・ＯＪＴ指導者やプリセプターに対する研修の実施

①資質向上目標及び具体的計画の策定

②資質向上計画に係る研修の実施又は研修機会の確保

③能力評価の実施又は資格取得のための支援の実施
（受験対策講座の開催、受講料の負担、受験手数料の負担
など）

④人材育成を目的とした意見交換（面談）の実施

⑤給与体系又は給与表の導入及び職員への周知
・介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅰ、Ⅲを満たし
ている

①休暇取得・労働時間縮減のための取組の実施
（休暇の計画取得促進、リフレッシュ休暇、誕生日休暇など）

・取組推進のための検討会議の開催
・取組の実施及び全職員への周知

②出産後復帰に関する取組の実施
（育児休業中のコミュニケーション、職場復帰プログラム、施
設内保育所の設置、再雇用制度など）

・取組の実施及び全職員への周知

③育児、介護を両立できる取組の実施
（柔軟な勤務制度、学校行事参加のための特別休暇制度、
女性が働きやすい取り組みなど）

・取組の実施及び全職員への周知

④健康管理に関する取組の実施
（相談体制の整備、夜勤ガイドラインなど）

・健康管理、増進に関する検討会議の開催
・取組の実施及び全職員への周知

⑤セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等の防止に
関する取組の実施
（方針の明確化及び周知・啓発、相談体制の整備など）

・取組の実施及び全職員への周知
・相談体制の整備

①情報公表調査の任意の受審 ・１年以内の情報公表調査を受審し、一定レベル以上である

②地域との交流
（イベントへの地域住民の招待、実習やインターンシップ受
入ガイドラインの作成、ボランティアの受入など）

・情報公表制度における評価項目「地域との連携、交流等を
行っている」に関する３項目のうちいずれかをクリアしている

③関係法令の遵守

･過去５年間指導監査において勧告又は行政処分を受けていな
い
・情報公表制度における評価項目「従業者に対する倫理、法令
等の周知等」に関する２項目のいずれもクリアしている

※「２ キャリアパスと人材育成」の認証基準で、介護職員等処遇改善加算（新加算）Ⅰ～Ⅳを算定されている事業所

にあっては、評価項目①から⑤をそれぞれ満たしているとみなします。

４
　
社
会
貢
献
等

愛知県介護事業所人材育成認証評価事業

認証の評価項目及び認証基準

１
　
新
規
採
用
者

の
育
成
体
制

２
　
キ

ャ
リ
ア
パ
ス
と
人
材
育
成

・介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅱを満たしてい
る

３
　
職
場
環
境
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高齢者虐待防止について 
愛知県福祉局高齢福祉課 

 
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（高齢者虐待防止法）では、

虐待を受けたと思われる高齢者を発見し、その生命や身体に重大な危険が生じている場合は、速

やかに市町村へ通報しなければならないとされている（第７条第１項、第 21 条第２項）ほか、高

齢者の福祉に業務上及び職務上関係のある者は、高齢者虐待の早期発見に努めることとされてい

ます（第５条第１項）。 
 

「高齢者虐待」とは、６５歳以上の高齢者に対する下記の行為をいいます。 
虐待の種類 行   為 （例） 

身体的虐待 
養護者又は養介護施設従事者等が高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある

暴行を加えること 
（例）平手打ち、殴る、蹴る、物を投げつける、身体拘束、中から鍵をかけて長時間家に入れない 等 

介護・世話の 
放棄・放任 

養護者又は養介護施設従事者等が高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の

放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置等、養護を著しく怠ること 
（例）入浴させない、水分や食事を十分与えない、必要な医療・介護保険サービスを制限する 等 

心理的虐待 
養護者又は養介護施設従事者等が高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対

応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと 
（例）怒鳴る、ののしる、無視する、本人の意思や状態を無視しておむつを使う・食事の全介助をする 等 

性 的 虐 待 
養護者又は養介護施設従事者等が高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者を

してわいせつな行為をさせること 
（例）下半身を裸や下着のままで放置する、人前で排泄行為をさせる・おむつ交換をする 等 

経済的虐待 
養護者や高齢者の親族又は養介護施設従事者等が高齢者の財産を不当に処分するこ

と、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること 
（例）日常生活に必要な金銭を渡さない、財産を無断で売却する 等 
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◇認知症と高齢者虐待 

虐待されている高齢者（介護保険認定済）の７割弱

の方は、認知症日常生活自立度Ⅱ以上の方です。 

◇虐待は発見しにくい場合があります。 

虐待をしている養護者や養介護施設従事者等には、

虐待をしている認識がない場合も多く、また、虐待を

受けている高齢者自身も虐待者をかばう、周囲に知ら

れたくないなどの理由で虐待の事実を訴えにくく、高

齢者虐待は発見しにくい状況にあります。 

◇高齢者虐待の早期対応のために 

虐待を早期に発見し、問題の深刻化を防ぐために、近隣住民の方々、民生委員や自治体などの

地域組織、介護保険サービス事業者など高齢者を取り巻く様々な関係者が、高齢者虐待に対する

認識を深め、虐待の兆候（サイン）に気づき、早期の対応に結びつけることが大切です。 

 

◇介護従事者の皆様へ 

○虐待の通報は、守秘義務より優先されます。（第７条３項） 

○市区町村や地域包括支援センターは、通報者を特定するような情報を漏らしてはならないと

されています。（第８条） 

日常業務において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに当該

高齢者の居住している市区町村又は地域包括支援センターに相談・通報してください。 

虐待かどうかを判断する必要はありません。 
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業務管理体制整備に関する届出について 

 

１ 概要 

平成２０年の介護保険法の改正により、介護サービス事業者（以下「事業者」と

いう。）の不正事案の再発を防止し、介護事業運営の適正化を図るため、法令遵守等

に係る業務管理体制の整備の義務付け、事業者の本部等に対する立入検査権の創設

及び不正事業者による処分逃れ対策などが新たに規定され、平成２１年から施行さ

れました。 

これに伴い、すべての事業者（医療みなし事業所のみの事業者を除く）は、法人

単位で、業務管理体制整備に関する届出書を関係行政機関に届け出ることとされま

した。 

整備すべき業務管理体制は、事業者（法人単位）の事業所等の数に応じて定めら

れています。また、届出先の関係行政機関は、事業所等の展開状況によって異なり

ます。 

業務管理体制を整備する必要のある事業者、整備すべき業務管理体制、届出先関

係行政機関及び具体的届出方法および届出様式については以下のとおりです。 

 

２ 業務管理体制を整備する必要のある事業者 

医療みなし事業所のみの事業者を除く、すべての介護サービス事業者は、法人単

位で、業務管理体制を整備し、関係行政機関に届け出る必要があります。 

 

３ 整備すべき業務管理体制 

（介護保険法第115条の 32、同法施行規則第140条の 39） 

（１）概要 

事業所等の数に応じ、下表のとおり異なります。 

業 務 管 理 

体制の内容 

 

  

業 務 執 行 状 況 

の 監 査 の 

定 期 的 な 実 施 

 
 

法 令 遵 守 規 程 

の 整 備 

法 令 遵 守 規 程 

の 整 備 

 法令遵守責任者 

の 選 任 

法令遵守責任者 

の 選 任 

法令遵守責任者 

の 選 任 

     
事業所等の

数 

 
1以上 20未満 20以上 100未満 100以上 

※事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含み、医療みなし事業所を含みません。 

医療みなし事業所とは、病院等が行なう居宅サービス（居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リ

ハ及び通所リハ）であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものと

みなされている事業所をいいます。 

なお、老健が行なうショート等の施設みなしについては、事業所等の数に含めてください。 

  ※総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。 
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（２）法令遵守責任者について 

何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険法（平成 9

年法律第123号。以下「法」という。）及び法に基づく命令の内容に精通した法務担

当の責任者を選定することを想定しています。 

法務部門を設置していない事業所の場合は、事業者内部の法令遵守を確保するこ

とができる者を選任してください。 

なお、代表者自身が法令遵守責任者となることを妨げるものではありません。 

 

（３）法令遵守規程について 

少なくとも、事業所の従業員に、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための

内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成す

る必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を

確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の

実態に即したもので構いません。 

 

（４）業務執行状況の監査について 

事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、

既に医療法、社会福祉法、特定非営利活動促進法、会社法等の規定に基づき、その

監事又は監査役（委員会設置会社にあっては、監査委員会）が法及び法に基づく命

令の遵守を確保するための内容を盛り込んだ監査を行なっている場合は、その監査

をもって法に基づく業務執行状況の監査とすることができます。 

なお、当該監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外

部監査のどちらの方法によることもできます。 

また、定期的な監査とは、必ずしも、すべての事業所に対して年に１回行わなけ

ればならないものではなく、例えば、事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを

組み合わせることにより、効率的かつ効果的に行っていただいても構いません。 

 

参考 業務管理体制一般検査について 

愛知県では、一般検査として概ね６年に１回、実地指導等の際に法令遵守責任者

から話を聞きながら、届出のあった業務管理体制の整備状況と運用・改善状況につ

いて、有効に機能しているかを確認します。 
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４ 届出先関係行政機関及び届出方法（介護保険法第115条の32、同法施行規則第140条の40） 

（１）概要 

事業所等の展開状況に応じ、下表のとおり異なります。 

事 業 所 等 の 展 開 状 況 届出先関係行政機関 

事業所等が複数の都道

府県に所在する事業者 

① 

事業所等が３つ以上の

地方厚生局管轄区域に

ある事業者 

厚生労働省老健局 

② 

事業所等が１又は２つ

の地方厚生局管轄区域

にある事業者 

事業者の主たる事務所等の

ある都道府県 

③ 事業所等が指定都市のみに所在する事業者 事業所等のある指定都市 

④ 

事業所等が中核市（東三河地区含む）のみに所在

する事業者 

 

※東三河地区：豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原

市・設楽町・東栄町・豊根村 

事業所等のある中核市・東

三河広域連合 

⑤ 
地域密着型サービス(予防含む)のみを行なう事業者で

あって、事業所等が同一市町村にのみ存在する事業者 
事業所等のある市町村 

⑥ ①から⑤以外の事業者 事業所等のある都道府県 

 

（２）①に該当する事業者の具体的な届出方法 

以下を参照し、必要書類を厚生労働省老健局へ提出してください。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/se

rvice/） 
 

〒１００－８９１６  東京都千代田区霞が関１－２－２ 

厚生労働省老健局総務課 介護保険指導室 業務管理係 
 

（３）③に該当する事業者の具体的な届出方法 

名古屋市にお問い合わせください。 

平成 27 年 4 月 1 日から、事業所等が名古屋市にのみ存在する事業者の届出先は

名古屋市になりました。③に該当する事業者が、名古屋市以外の愛知県内で事業所

を始めた場合は、⑥に該当します。その際は様式第１２の区分変更届出書を愛知県

高齢福祉課へ提出してください。 

 

（４）④に該当する事業者の具体的な届出方法 

該当中核市・東三河広域連合にお問い合わせください。 

令和 3年 4月 1日から、事業所等が中核市・東三河地区にのみ存在する事業者の

届出先は中核市・東三河広域連合になりました。④に該当する事業者が、中核市・

東三河地区以外の愛知県内で事業所を始めた場合は、⑥に該当します。その際は様

式第１２の区分変更届出書を愛知県高齢福祉課へ提出してください。 
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（５）⑤に該当する事業者の具体的な届出方法 

該当市町村にお問い合わせください。 

 

（６）②⑥に該当する事業者の具体的な届出方法 

必要書類を１部、以下のあて先に、郵送してください。 

なお、愛知県の場合、業務管理体制の整備に係る届出は、高齢福祉課介護保険指

導第一グループへ提出してください。所管の福祉相談センター、指定都市及び中核

市（名古屋市・中核市・東三河地区のみに事業所の存在する事業者は除く）は届出

先ではありませんので、間違えないようにお願いいたします。 

〒４６０-８５０１  名古屋市中区三の丸３-１-２ 

  愛知県福祉局高齢福祉課介護保険指導第一グループ 

５ 届出様式等 

（介護保険法第115条の 32、同法施行規則第140条の 40） 

（１）概要 

愛知県に届け出る場合、届出が必要になる事由に応じ、下表のとおり異なります。 

愛知県以外に届け出る場合は、様式が若干異なるのでご注意ください。 

また、様式第１２には、事業所一覧表を添付してください。事業所が１カ所でも

添付は必須となりますので、ご注意ください。（それ以外に添付する書類はありませ

ん。） 

届 出 が 必 要 と な る 事 由 様 式 

① 
業務管理体制を整備した場合 

（介護保険法第115条の 32第 2項） 
様式第１２ 

② 

事業所等の展開状況の変更により、４の届出先関係行政

機関の変更があった場合 

（介護保険法第115条の 32第 4項） 

 

※変更前、変更後双方の行政機関に届け出る必要があります。 

様式第１２ 

③ 

届出事項の変更があった場合 

（介護保険法第115条の 32第 3項） 

 

※事業所等の数が変更したが、整備すべき業務管理体制の変更は

なかった又は、法令遵守規程の字句の修正など軽微な変更の場

合は、届け出る必要はありません。 

様式第１３ 

 

（２）法人として新規に介護サービス事業を始めた場合 

医療みなし事業所のみの事業者を除き、法人単位で、様式第12により、高齢福祉

課介護保険指導第一グループに届け出る必要があります。指定申請（別紙様式第一

号（一））とは別に、届け出る必要がありますので、忘れないようにお願いします。 
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届け出ていない事業者は、速やかに届け出てください。 

 

（３）業務管理体制の届出事項の変更があった場合 

法人単位で、様式第13により、高齢福祉課介護保険指導第一グループに届け出る

必要があります。法人の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の変更等により、

変更届（別紙様式第一号（五））を提出する場合は、業務管理体制の変更届の提出も

必要になりますので、忘れないようにお願いします。 

 

（４）様式、記入要領及び記入例 

具体的様式、記入要領及び記入例については、愛知県福祉局高齢福祉課介護保険

指導第一グループのWebページをご参照ください。 

（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/gyoumukanri.html) 

 

６ お知らせ 

業務管理体制の整備に関する届出の届出方法について、令和５年３月２８日（火）１３

時から電子申請等による届出が可能となりました。詳細につきましては、上記のWebペー

ジに掲載していますので、ご確認ください。 
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